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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成20年12月18日(2008.12.18)

【公開番号】特開2008-262704(P2008-262704A)
【公開日】平成20年10月30日(2008.10.30)
【年通号数】公開・登録公報2008-043
【出願番号】特願2008-189791(P2008-189791)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ   7/135    (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  13/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ   7/135   　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ  13/00    　　　　
   Ｇ０２Ｂ  13/18    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年11月5日(2008.11.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　波長５００ｎｍ以下の光束を出射する光源と、
前記光源から出射された光束の発散角を変えるカップリングレンズと、
前記カップリングレンズを介した光束を光情報記録媒体の情報記録面に集光する対物レン
ズと、
前記光情報記録媒体の情報記録面からの反射光を受光する光検出器と、
前記光情報記録媒体の情報記録面からの反射光を前記光検出器に向けて分離するビームス
プリッタとを有し、
前記光情報記録媒体からの光を検出することにより、前記光情報記録媒体に対する情報の
記録および／または再生を行う光ピックアップ装置において、
前記対物レンズは、プラスチック材料からなる単玉のレンズであり、
前記カップリングレンズは、前記ビームスプリッタと前記対物レンズの間の光路中に配置
され、
前記カップリングレンズは、光軸方向に沿って変移することで、温度変化に起因して生じ
る球面収差の変動を補正し、
前記対物レンズが少なくとも１面に非球面を有し、次式を満たすことを特徴とする光ピッ
クアップ装置。
　　０．７≦ＮＡ
　　１．１≦ｄ１／ｆ≦３
　　ｆ／νｄ≦０．０５０（ｍｍ）
　但し、ＮＡ：像側開口数
　　　　ｄ１：軸上レンズ厚
　　　　　ｆ：焦点距離
　　　　νｄ：アッベ数
【請求項２】
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　前記カップリングレンズは、光軸方向に沿って変移することで、前記対物レンズに入射
する光束の発散角を変え、前記対物レンズに入射する光束の発散角を変えることによって
、温度変化に起因して生じる球面収差の変動を補正することを特徴とする請求項１に記載
の光ピックアップ装置。
【請求項３】
　前記カップリングレンズは、前記光源から出射された発散光の発散角を変えるものであ
り、前記カップリングレンズに発散光が入射することを特徴とする請求項１または２に記
載の光ピックアップ装置。
【請求項４】
　前記カップリングレンズは、非球面を有することを特徴とする請求項１～３のいずれか
１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項５】
　前記カップリングレンズは、単玉のレンズであることを特徴とする請求項１～４のいず
れか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項６】
　前記カップリングレンズは、複数枚のレンズからなることを特徴とする請求項１～４の
いずれか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項７】
　前記温度変化に起因して発生する球面収差がオーバー側であるときは、前記カップリン
グレンズは前記対物レンズとの間隔を増加させるように光軸方向に沿って変移し、前記温
度変化に起因して発生する球面収差がアンダー側であるときは、前記カップリングレンズ
は前記対物レンズとの間隔を減少させるように光軸方向に沿って変移することで、前記温
度変化に起因して生じる球面収差の変動を補正することを特徴とする請求項１～６のいず
れか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項８】
　前記カップリングレンズは、光軸方向に沿って変移することで、湿度変化に起因して生
じる球面収差の変動も補正することを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の光
ピックアップ装置。
【請求項９】
　前記カップリングレンズは、光軸方向に沿って変移することで、前記光情報記録媒体の
保護層の厚みの微小な変動に起因して生じる球面収差の変動も補正することを特徴とする
請求項１～８のいずれか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１０】
　前記カップリングレンズは、光軸方向に沿って変移することで、前記光源の発振波長の
微小な変動に起因して生じる球面収差の変動も補正することを特徴とする請求項１～９の
いずれか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１１】
　前記光情報記録媒体の保護層の厚さが０．２ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１
～１０のいずれか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１２】
　ボイスコイル型アクチュエーターによって、前記カップリングレンズを変移させること
を特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１３】
　ピエゾアクチュエーターによって、前記カップリングレンズを変移させることを特徴と
する請求項１～１１のいずれか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１４】
　前記対物レンズは次式を満たすことを特徴とする請求項１～１３のいずれか１項に記載
の光ピックアップ装置。
　１．４０≦ｎ＜１．８５
但し、ｎ：使用波長での屈折率
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【請求項１５】
　前記カップリングレンズは前記対物レンズの色収差を補正する機能を有することを特徴
とする請求項１～１４のいずれか１項に記載の光ピックアップ装置。
【請求項１６】
　前記カップリングレンズは回折面を有することを特徴とする請求項１５に記載の光ピッ
クアップ装置。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の光ピックアップ装置を備えた光情報記録媒体の
記録及び／又は再生装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　０．７≦ＮＡ　　　　　　　　　（１）
　１．１≦ｄ１／ｆ≦３　　　　　（２）
　ｆ／νｄ≦０．０５０（ｍｍ）　（３）
但し、ＮＡ：像側開口数
　　　ｄ１：軸上レンズ厚
　　　　ｆ：焦点距離
　　　νｄ：アッベ数
　上記条件式（２）は、良好な像高特性を得るための条件であって、特に条件式（１）の
大きな開口数を得ようとするとき、下限以上であると、レンズの中心厚が小さくなり過ぎ
ず、像高特性が劣化せず、更に、面のシフト感度が大きくならない。また、上限以下であ
ると、中心厚が大きくなり過ぎず、像高特性が劣化しない。また、偏心感度も良好になる
。さらに、球面収差や、コマ収差も良好に補正できる。また、上記条件式（３）は、軸上
色収差を小さくするための条件である。これにより、フォーカスサーボが追随できないよ
うな瞬時的なレーザ光源の波長変動や、多モード発振による光源波長の広がりに対応可能
となる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　更に、上記条件式（３）は下記式を満足することが最も望ましい。
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